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第５回医療裁判外紛争解決（ＡＤＲ）機関連絡調整会議

議事録 

 

        日時：平成２３年１０月３１日（月） 

１４：００～１６：００ 

        場所：厚生労働省省議室（９階） 

 

○医療安全推進室長 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから第5

回医療裁判外紛争解決機関調整会議を開催させていた

だきます。本日はお忙しい中、当会議にご出席いただ

きましてまことにありがとうございます。出欠ですが、

徳田構成員、山田構成員からご欠席とのご連絡をいた

だいています。また小野寺構成員ですが、ご出席の予

定ですが、到着が遅れるとの連絡をいただいています。

それでは以降の進行について山本座長、よろしくお願

いします。 

 

○山本座長 

 本日は、お忙しいなかをお集まりいただきましてあ

りがとうございます。それでは会議に先立ち本日の資

料について、事務局のほうから確認をお願いします。 

 

○医療安全室長 

 それではお手元の配付資料の確認をさせていただき

ます。本日の議事次第、資料1として「第4回医療裁判

外紛争解決(ADR)機関連絡調整会議議事録」、資料2-1

「『新・東京三会方式医療ADR』の特徴の概要」、資

料2-2「有床診療所と医療ADR」、資料2-3「医療ADRの

発展を願って」参考資料として「医療の質の向上に資

する無過失補償制度等のあり方に関する検討会につい

て」、以上でございます。不都合等あればお知らせく

ださい。また資料1の第4回議事録については、既に皆

様のご確認をいただいておりまして、厚生労働省のホ

ームページに掲載しておりますが、何かございました

らお知らせください。 

 

○山本座長 

 参考資料がありません。 

 

○医療安全室長 

 申し訳ありません、確認いたしまして対応いたしま

す。 

 

○山本座長 

 それではあとで配付をいただくということで、よろ

しいでしょうか。前回の会議では、愛媛弁護士会紛争

解決センターにおける医療ADRの取組状況、それから

医療仲裁センター岡山の取組状況、病院団体協議会に

おける「医療裁判外紛争解決(ADR)機関」に関するア

ンケート調査結果という点についてご紹介をいただい

て、最後に意見交換を行いました。お手元の資料1の

議事録に、その内容がまとめられています。今回も前

回に引き続きまして、各構成員の方々から取組状況等

についてのご紹介をいただくということになっていま

した。今回は、まず西内構成員から東京三弁護士会に

おける医療ADRの新たな取組についてお話をいただき、

そのあと前田構成員から有床診療所と医療ADRについ

て、宮脇構成員から医療ADRに対するご意見などにつ

いてお話をお伺いし、最後に資料はありませんけれど

も患者代表ということで佐々木構成員からお話をいた

だき、そのあとまとめた形でご質問あるいは意見交換

を行いますので、ご協力のほどをよろしくお願いしま

す。よろしゅうございましょうか。それでは各構成員

の方々からのご報告ということで、まず西内先生のほ

うから「新・東京三会方式医療ADR」の特徴の概要に

ついてお願いします。よろしくお願いします。 

 

○西内構成員 

 只今ご紹介いただきました第一東京弁護士会の西内

です。まず最初に資料2-1とそこに添付されておりま

す大小2つのパンフレットに基づいてご報告致します。 

まず東京三会方式の医療ADR、これについてはこの

会議の第1回目、平成22年3月26日会議においてその概

要とその時点における現状等を発表しました。そのと

き既に実は東京三弁護士会医療ADRについて検証作業

を進めておりました。つまり平成21年3月から平成23

年6月にかけて、東京三会合同でプロジェクトチーム

を設置しました。そのプロジェクトチームにおいて、

いま申しましたそれまでの申立事例の検証作業と、そ

の検証を踏まえた改善検討作業を行なっておりました。

そして、それらの検証の結果及びこの会議で構成員の

ご意見もいただき、それらをも踏まえた上で、今回、

東京三会医療ADRについて、従前の基本的な方式、制

度設計、趣旨等々は、そのまま維持しながらも、その

手続等の重要な一部を改定しました。その改定部分の

概要について本日簡単に発表いたします。以下今回発

表する新しい改定後のものを「新・東京三会方式」と

略称します。 

 お手元資料の2－1の「新・東京三会方式医療ADR」

の特徴の概要に従って発表させて頂きます。 

まず特徴その1として、基本的な制度設計とあっせ

ん人の構成、これについては従前どおりのものを維持

しております。この点については何ら変更はありませ

ん。お手元資料の末尾に添付の図表1～3までに記載し

ております。従前どおりですので、ここは省略します。 

特徴-その2の「申立が可能な事項」についてですが、

もちろん医療ADRというのはその設置目的あるいは存
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在目的として、医療事故をめぐる紛争の（金銭的な）

解決を図るのがメインの目的であることは間違いあり

ません。それは今後とも変わることはなく主たる目的

であり、新・東京三会方式についてもそれは変わりま

せん。ただそれと併せてお手元資料の末尾図表4です

が、まず患者・家族側からの申立の例として、あるい

は目的としてもちろん従前どおり医療事故をめぐる金

銭的解決というものがあります。もう1つの診療経過

や死亡などに関する説明、つまり金銭的解決は必ずし

も目的ではない、あるいはそれを求めるものではなく

て、まだ必ずしも十分な説明を受けてない、あるいは

もっと説明をして欲しいということのみを目的とする

申立、これももちろん申立可能な事項であることを明

確にしました。それからもう1つは、他方医師・医療

機関側からも第三者であるあっせん人が立ち合う形で

の医療行為などに関する説明を行うことを目的とした

り、あるいは患者・家族との医療をめぐる関係の調整

などを目的として申立てることも可能であることも明

確にいたしました。このことは今日配付の手元資料の

この大きい方のパンフレット、我々これを大パンフと

呼んでいますが、これはQ&A方式で「新・東京三会方

式」のご案内をしていますが、これのQ9とQ12に記載

をしています。 

 続いて特徴その3の進行手続についてです。これも

手元資料末尾の図表5に記載しておきました。進行手

続きについては原則としてステップ1とステップ2を2

つの手続に明確に分ける。それからステップ1からス

テップ2に移行するについては、両当事者の了解（同

意）を求めるということを明確にしました。図表5で

申しますと、１が「両当事者の対話の促進とそれによ

る相互理解」に向けて話合いの交通整理を行う。交通

整理というのはつまり、あっせん人側から見た用語で

すが、これを「ステップ1」とします。ここでは法的

な論点に限定することなく様々な要望を双方から幅広

く取り上げて、対話の促進を図っていきたいという場

です。 

 次に、それにより両当事者間に解決に向けた機運が

生まれれば、２の「両当事者の了解（同意）」の下に、

次の３の「具体的な解決に向けた合意形成のための調

整」の「ステップ2」に移っていく。この手続を１か

ら２を経て３に移行できることを明確化しました。こ

れは何を目的としているかというと、従前のそのステ

ップ1とステップ2の2つの手続の区別と３のステップ2

にいくための両当事者の同意という運用方法を明確に

しておりませんでした。私どものADR機関としてはあ

る程度意識はしていたつもりですが、必ずしも明確に

していませんでした。それに対して、特に医師・医療

機関側からの「説明だけを行いたいと思ってADRに

（応諾して）出席しても、結局は何がしかの金銭の支

払いを余儀なくされてしまう（ので軽々に応ずること

はできない）」という不安とか不満とか、あるいは戸

惑いの声が少なからず聞かれたものですから、ADRを

利用される方の、つまりADRの主催者ではなくて、そ

れを利用される方の目から見たらどうなのかというこ

とを考えました。 

 その不安とか戸迷いあるいは不満等々に対して明確

にしないままに応諾してくれ、出席してくれ、説明し

てくれと言っても、それはご不安、戸迷いを解消でき

ないであろう、それはそうだろうと思います。そこで

いま申しましたように、3つの手続すなわち「ステッ

プ1」と「ステップ2」、そして「ステップ2」に移る

についての要件を明確にすることによって、ADRの審

理における透明性と中立性、公正性というものを実体

面だけではなく手続面においても明確に担保する、そ

のことによって相手側が安心と信頼の下にADRに応じ

て出席できるようにして、もってADRにおける対話と

相互理解の促進を、より一層図ろうということを目的

としております。 

 もちろん従前もADRを主催するあるいは実行する側

としては、もちろん実体的には中立・公正にやってい

るつもりではありましたし、ただそれを利用者から見

たときにどうなのかというところを、手続面でも明確

にしてそれを見える形にしました。それによって、ど

ちらが申立人になるかはわかりませんが、申立てられ

た相手方も手続がこういう形になっていることを明確

にすることによりその手続を担保することによって安

心あるいは信頼してADRに出てきていただける。その

上で、いつでも終了もできますよということも明確に

いしていくということも目的とした改定です。以上の

点は、先ほどの大パンフと呼んでいますが、そのQ7、

Q10、Q14に記載しています。 

 以上のように、新・東京三会方式は（進行）手続に

おいても透明性と中立性・公正性の担保を図ったとい

うこと、それからもう1つは医療をめぐる様々な紛争

や関係の調整などを目的として医療ADRを幅広く患者

側さんだけでなくて医師・医療機関も含め双方から幅

広く利用していただく制度にしてウィングを広げたと

いうことを新・東京三会方式では明確にしました。そ

のことによって、これまでの患者側と医療側とか、あ

るいは医療界と法曹界の対立（感情）の構図を少しで

も緩和するとともに、より一層の対話と相互理解の促

進、延いてはADRの利用の促進を図っていくことを目

的としたものです。 

 この大パンフの最後のページに3つほど、実際にあ

った事例をご紹介しています。もちろん個人情報とか

プライバシー上の関係がございますから、かなり簡略

化するとともに、モディファイはしていますが、この

3つの事例で1番上は丁寧な説明のみで解決した事例、
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これは患者ご遺族からの医療ADRの申立でした。病院

側がそれに応諾してカルテの記載を中心に詳細な説明

書を作成して提出した。患者遺族はこの説明書を検討

し診療経過に納得できたため申立を取り下げ、ADR手

続はそこで終了となったものです。 

 それから2つ目、これも患者側からの謝罪と補償を

求めての医療ADRの申立でした。病院側に詳しい説明

を求めたところ、病院側が丁寧な説明を行なったこと

によって信頼関係が回復した。そのことによって3回

目の期日で病院側が患者側に数百万円の和解金を支払

う内容での和解が成立した事例でした。 

 3つ目が、転院をめぐる調整の事例です。これは急

性期の治療は終了したので急性期病院から療養型病院

への転院について話合いましたが、病院側と患者家族

の要望が折り合わなかった。そこで病院は、患者の転

院に関する調整を求めて、医療ADRを申立てたという

事例でした。期日においては転院の必要性とか、その

受け入れ先病院の紹介とか、そのために必要な手続等

々について詳細な話合いと打ち合わせが行われ、その

結果3ヵ月後を目途として転院するとの和解が成立し

たという事例でした。以上3つ紹介しておりますが、

これらの大小2つのパンフレットを広く配付して広報

に努めていきたいと思っています。それによって「新

・東京三会方式」の制度の理解を図り、延いては東京

三会方式医療ADRの利用の促進を図っていきたいと考

えています。 

なお大パンフに記載しておりますQ&Aとか、あるい

は他の事例については、東京弁護士会、第一東京弁護

士会、第二東京弁護士会の紛争解決センター、仲裁セ

ンターのホームページに、これから掲載していく予定

です。弁護士会によって若干の早い遅いがありますが、

上記の3つの弁護士会のホームページを改訂中であり、

年内には掲載できるというふうに聞いています。以上

でございます。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。それではご質問等あるか

と思いますが、最後にまとめてお願いします。引き続

きまして前田構成員から有床診療所と医療ADRについ

ての報告をお願いします。 

 

○前田構成員 

 皆様、お忙しいところをご苦労さまです。私、有床

診療所連絡協議会の代表で、この会に出していただい

ております前田でございます。個人的には、静岡県の

焼津市で産科の有床診療所を開業しております。お産

をやっている開業医ということです。また、この会に

出るに当たりましては、有床診療所からご推薦いただ

きまして、日本産婦人科医会の、これは産婦人科の業

界団体ですが、こちらの理事をやっております関係で、

お前行ってこいということになったという経過がござ

います。ご存じのように、紛争の中では医師に対する

割合としては産婦人科が非常に紛争の多い科でござい

ますので、そういったことで私がこちらに出させてい

ただいていると理解しております。ですから、今回も

有床診療所関係のお話なのですが、実際には産婦人科、

特にお産を扱っている人間に関するお話と調査の内容

をお話させていただくとご理解ください。そしていち

ばん最後に、ADRと直接は関係ありませんが、ADRに類

似するものとして無過失補償制度というのがございま

す。これは今日のテーマにも出ておりますが、その中

の一昨年の1月から産科の世界では産科医療補償制度

というのが始まっておりますので、そちらのことにつ

いてご参考になればと思いまして持ってまいりました。

ADRに若干通ずるものがございます。やはり似て非な

るものということではございますが、一応ご参考にな

るのではないかと思いましてお持ちいたしました。 

 産婦人科、特にお産を扱う診療所のあるいは病院の

産科の勤務医の現状でございますが、ご存じのとおり、

非常に数が年々減っております。後ほど産科医療補償

制度の話のときに数が出てまいりますが、減少の傾向

が全くいま止まる様子がございません。いちばん中心

になります理由は、まず仕事の不規則性、そして24時

間拘束されるというそういった縛りでございます。私

は、ここの会議に出させていただいておりますが、会

議に出てくるときには何カ月も前から留守番の医者を

探さなくてはいけない。会議に出たり、冠婚葬祭に出

るだけでも、必ず留守番が必要になるわけですね。無

床の診療所の先生はご自分の診療をお休みになって来

られればいいわけですけど、そうはいかないわけです。

お産は24時間、365日どこで、いつ始まるかわかりま

せんので、そのための留守番を探す。ですから、個人

的に何もできない状況が続くわけですね。 

 そういった縛りの中でお産に取り組んでいるわけで

すが、さらに不慮の事故が非常に発生頻度が高いとい

うことです。特に、我々が心痛めますのは、お子さん

の中に脳性マヒという非常に辛い事例が発生すること

がございます。また、お母様が亡くなられる事件もご

ざいます。母体死亡と我々呼びますが、母体死亡は60

年前に日本全国で4,000人のお母さんが1年間に亡くな

っておられました。現在は60人程度に減ってきており

ます。ここ10年ぐらいずっと60人ぐらいですね。それ

でも毎年60人のお母様が亡くなられるわけです。そう

いった中で、当然医師の過失によるお母様の死亡例も

ございますが、中にはひいき目に見ても医師の過失が

なさそうなケースもかなりあるわけです。脳性マヒに

しても同じことでございます。そういった前線にさら

されると言うのでしょうか、そういったものに対する
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気の遣い方がかなり辛いものですから、お産を扱いた

くないと言う医師が増えている。産婦人科と標榜しな

がら、お産をやっていない人間が半分以上おりますの

で、そういった世界の中でこのADRに何か明るいもの

を求めるといった声は結構あるわけです。 

 ご家族の気持になってみますと、やはりお産という

のは非常に幸せの絶頂の時間でございますので、その

絶頂のところから突然お母様が命を落とす、あるいは

生まれてくる赤ちゃんに障害が残るというのは、本当

に天国から地獄に突き落とされるような、もう無理も

ない非常に辛いことだと思います。そういったところ

から、何が悪いのだろうという懸念が生じてくるのは

もう当然でございます。我々も辛いのですが、そうい

った懸念の中でまず医師の過失ありきというような風

潮がどうしても出てきます。もちろんさっき申し上げ

ましたように、医師の過失あるいは怠慢が原因である

ことも結構ございますので、あまり全てがそうだと言

うつもりは全くございませんが、やはり医師は一生懸

命やったけれども、お母様が亡くなってしまったとい

う事例も実際に存在するわけですね。 

 まず、そういったところから紛争が生じますので、

そういったことに対してやはり我々仲間はどうしても

耐えられなくなって、現場を去っていってしまうとい

うことなのですね。ですから産婦人科医の正直なとこ

ろとして、紛争を極力減らしたいと思っている、ある

いはもっと突っ込んで起こしたくない、紛争を起こし

たくない。ここでは紛争の原因になるような事件も起

きてほしくないと思っている。これは当然の本音でご

ざいます。 

 2番目は、やはり紛争が起きたらできるだけご家族

あるいは残されたご遺族の方と速やかに話し合って、

紛争を早期に解決したいと思っております。これも、

決して嘘ではございません。本音でございます。そし

て最終的には、患者さんあるいは妊婦さんたちとの信

頼関係を回復したいと考えているわけですね。どこか

で歯車がやはり合わなくて、それで紛争に発展してい

くものだと思われます。もちろん患者さんの気持もよ

くわかりますし、でも医療者にもそれなりに悩み苦し

む時間もあるわけですね。 

 そういったことから、従来の裁判方式あるいは裁判

所による調停方式に加えて、ADRというものが役に立

ってくれたらというのが我々の業界団体の願いではご

ざいます。こういった意見は私個人の意見ばかりでは

ございませんで、産婦人科の医師のメーリングリスト、

あるいは医会の中のアンケートなどから抜粋した意見

を申し上げております。 

 ここ4回ほど、このADRの会議に出席させていただき

まして、我々司法関係には全く素人ではございますが、

いろいろな都道府県でADRが行われている現状を具体

的に聞かせていただきまして、非常に勉強になりまし

た。多くの地域で多くの皆様が努力されている姿に感

動、そして刺激を受け、また感謝するとともに、現実

的にどういう問題が起きているのだろうということを

学ばせていただきました。今日この会議に来るに当た

りまして、私が広報担当をしておりますので、もう一

度、産婦人科医会のメーリングリストの中で会員の皆

様にADRについてどういうふうな感想を持っているか、

どういうことを期待しているかということを問いかけ

てみたのですね。思ったよりも反響がなくて、ちょっ

とがっかりいたしました。正直なところ、会に入って

いる人間が1,000人近くおりますので、100人ぐらい返

事来るのではないかと思いましたら、もう何10人とい

う単位で、それも比較的同じようなお答が返ってまい

りました。 

 これは私の意見といいますよりは、いただいた意見

の中で、まず特に訴訟を経験された先生からのご意見

で、無理もないことなのですけれども、一度法廷に立

ちますと、やはり患者さん側の弁護士さんに対する感

情が非常に悪くなるのですね。特に、訴状などを見せ

ていただきますと、もう裁判というものの性質上仕方

のないことなのですけれども、取りあえず一番最初の

訴状に関しては非常にこちらを悪く、悪者に仕立てる

かのような文章になっていると。これは司法の世界で

は普通のことなのかもしれませんが、医師の世界では

そういう文化はないわけですね。ですから、そこで皆

さんショックをお受けになります。そして向こう側に

立っている代理人の人はどんなにひどい人だろうと、

そういうふうに思ってしまうわけですね。ですから今

回寄せられた意見の中には、患者さん側の弁護士さん

が主催するADRにはちょっと怖くて、あまり近寄りた

くないという意見がございました。具体的な都道府県

などあるのですけれど、そういった意見があったとい

うことがございます。 

 そして、また患者さん側の弁護士さんが、何人かの

方が本を出しておられます。そういった本を読みます

と、いかに患者さんの側に立って、相手の医師をこら

しめるようなことをしたかということが切々と書いて

あるわけです。それが1つの確かに正義ではあろうか

と思いますけれども、やはり皆が皆当てはまるような

ことではないものですから、一般的な医師としては非

常に恐怖感を抱かざるを得ないわけですね。まず根強

くあるなと思いましたのは、やはり患者さん側の代理

人に対する嫌悪感、恐怖感といったものが今回のアン

ケートの返事からは読み取ることができました。です

から、まずそのADRに応諾をする、あるいはその世界

に飛び込んでいくということに対してちょっと身構え

る仲間がいるということがありました。 

 これはここで言っても仕方ないことなのですけれど、
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2番目には、やはりADRのことを問いかけながら返って

くる返事は、もうマスコミに対する不信の返事が結構

あるわけですね。以前に小山先生が発表されたときも

そういう話題が出ましたけれども、医療の世界、医師

の世界というのはここ何10年、20、30年ぐらいですか、

完全に悪者に仕立て上げられてきたような歴史がある

わけです。つまり、医療の事故があっても、全てこれ

をミスとか過誤とか、そういう名前をつけて呼ばれる

ということに我々はずっとさらされてきたわけです。

実際に裁判の結果として、医療側の勝訴的な和解にな

ったような事例でも、後でそれを振り返って、過誤と

呼ぶマスコミがいたりするわけですね。そういったこ

とから、ともかく医師の過誤ありきというような感じ

のマスコミに対する非難の声がかなり寄せられていま

す。「我々は悪代官なのか」というような、そういう

表現をしている方がいました。 

 「実際には官僚の方々や教師の方々も、似たような

境遇にあるので同情する」というような声がありまし

たが、何となく我々はイメージとして、お金持で裕福

で悠々自適に海外旅行に行ったりして過ごしているか

のようなイメージを持たれていることが、正しいかど

うか別としてありますので、それに対するマスコミの

医者叩きというのがあるのかなという気持がいたしま

す。それが、また紛争に発展する種を作っている可能

性があります。そういうふうな意見がございました。 

 3番目に、後で資料をお出ししますけれど、医師賠

償責任保険との関係がどうなのかと。これは以前から

植木先生、小松先生から非常に有意義なご意見をいた

だいておりまして、今回勉強させていただきました。

医者の世界は大きく分けて3つの医師に分かれるわけ

です。まず、開業医あるいは開業医に準ずるような病

院の経営者です。それから勤務医の先生方です。勤務

医の先生方というのは、比較的大きな、公的なあるい

は公立の病院にお勤めになっている先生方を指すと考

えていただいていいです。そして研究医、研究医の中

には大学病院に勤めている教官も含めて、勤務医にち

ょっと準ずる仕事をなさっている方々も大勢いらっし

ゃいます。それぞれ皆さん、日本医師会に入っている

かとお思いの方もいらっしゃったようですが、実際に

は日本医師会という組織は、まず中心は開業医なので

すね。開業医の組織であり、そして勤務医の中で病院

長クラスの先生方や幹部の先生方がお入りになってい

ます。ですから勤務医の比較的若い世代の方々や、大

学の勤務医はほとんど日本医師会には入っておりませ

ん。それぞれのお医者さんたちがかかっている医療の

賠責保険が違うわけですね。勤務医の先生方は勤務医

の先生方で病院で保険に入っていますので、その病院

に対する保険と同時に、勤務医が任意に加入する保険

がありまして、その保険に大体二重に入っていらっし

ゃる方が多いです。開業医は、日本医師会のA会員と

いう会員になりますと、会員で自動的に医賠責保険に

入れていただくわけです。それぞれの保険の縛りを受

けてしまうわけです。保険については後ほど話します

が、ADRで先行的に金銭的和解がもし成立した場合に

その医賠責の保険の適用を受けられるのか。小山先生

の団体さんも同じで、解決したときにその病院の掛か

っていらっしゃる保険がおりるのかという問題、これ

が結構大きな問題です。おそらく謝罪あるいは話合い、

そういったものは非常にADRに適合しやすいと思うの

ですが、高額の賠償金が発生するような事例に関して

はかなり日本医師会との間の、我々の場合その日本医

師会ですが、日本医師会との間の話合いを煮詰めてお

かないと、保険金が適用にならない。だから、ADRは

利用できないという結果になる可能性があると思いま

した。日本医師会の話は、この「有床診療所と医療

ADRの紙の最初の2、3枚目に書いてございます。後ほ

どもう1回おさらいという形でお話させてもらいます。 

 そして4番目に、これが比較的重い問題なのですが、

裁判では紛争が解決できても、医学的な真実は明らか

にされないと。患者さんたちは、よくおっしゃってい

るのを拝見しますので、おそらく私たちは真実を知り

たいと思っていらっしゃると思うのです。ごまかさな

い本当の真実を知りたいということで、やむを得ず訴

訟に訴えられる方がいらっしゃると思います。実際に

は、お金の問題ではないと考えていらっしゃる患者さ

んの方がいらっしゃるわけですね。ただ、裁判という

のは、幸いにして私自身は裁判の被告として立ったこ

とはないのですが、いろいろなそういう係をしている

関係でいろいろな事例を拝見します。やはり紛争解決

が最大の目的なのです、裁判というのはね。「これは

あなたのほうが分が悪い、あるいはこちらが分が悪い。

ですから、この程度で、最終的には妥結しなさいよ」

という和解に至るか、あるいは真実はもうはっきりし

ないけれど、どこに、どの程度の過失があったかとい

うような感じの認定をして、判決が下されるというケ

ースが多くて、実際に医療的真実が明らかにされない

まま終わるといいますか、終結してしまうことが結構

ございます。これは患者さんの望むところでもないと

思いますし、医療者側もあまりすっきりしないまま終

わってしまうわけですね。 

 それを何か代わってやっていただける組織や機関が

ないか、あるいはそういうシステムがないかというこ

とを我々は考えています。それがADRでできるのかと

いうことです。ADRでも、もしかしたら消化不良にな

るのではないかなというのが、ここの何回かの会議を

拝見していて思いました。 

 やはりADRの向く、向かない事例があると思います。

比較的結果が重くないもの、重くないと言うと言い過
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ぎですね。人の生死が関わらなかった、あるいは非常

に重大な後遺症がかからなかった事例に関しましては、

もしかしたらADRでお互いに膝を詰めて話し合うこと

で、真実が見えてくるかもしれないし、解決に至るか

もしれないなと思いました。ただ、実際にはADRで、

医療の第三者がそこにいない限り、完全な解決には至

らないと思います、真実はわからないと思います。し

かも1人の専門家がそこにいたからといって、完全に

真実が明らかにされないと思います。先ほど申し上げ

ましたように、もちろん裁判でも同じことです。この

点は裁判にしても、ADRにしても限界があるのではな

いかなというのが、今回の何回かの話合いで私が得た

感想です。仲間の中からもそういう声は、過去に何回

も聞いたことがあります。 

 医師には、第三者としての立場って非常に難しいの

です。例えば、患者さん側、病院側という、医師の中

でも若干の立場の差はあります。実際、正直なところ

患者さん側の鑑定人を引き受ける方というのは、ある

程度やはり決まったお医者さんたちです。でも、そう

いった方々でも、中には意見が分かれるわけです。以

前に、この会議でどなたかおっしゃっていました、

「10人お医者さんがいたら、10人意見が違う」と。そ

れぐらい医療にはドンピシャの真実がないものですか

ら、そこのところの難しさというののが非常にありま

す。ですから、これはさっきの産科医療補償制度とい

うもので少しできるのかなという気が、私個人として

はしております。 

 5番目、会員からの意見で出てまいりましたし、前

回小山先生の意見にもございましたが、アクセスもプ

ロセスも、裁判に比べて短くなることがやはりADRの

売りでございますので、それが逆に紛争を増やすこと

につながらないか。軽微な紛争といえども、やはり紛

争があるということだけで医師はストレスを受けます。

もちろん患者さんに対する説明責任は非常に重大な問

題ですから、当然応じるべきだと思います。かといっ

て、あまりそれが増えすぎますと、日常の診療あるい

は生活を脅かすことに繋がりかねませんので、ほどほ

どの閾値があって然るべきではないかと思います。そ

ういったことを少し懸念いたしました。 

 最後に、無過失補償制度ということについて、後で

お話をさせていただきます。日本医師会の他県の話で

ございますが、パワーポイントのスライドを紙にしま

した資料がございます。医師賠償責任保険には日本医

師会の医師賠償責任保険のほかに、勤務医の賠償責任

保険と、病院賠償責任保険とがございます。勤務医の

先生方、私は勤務医をずっと長くやっておりましたの

で、その間は私は勤務医の賠償責任保険を個人的に加

入しておりまして、あと病院の幹部に聞きますと、病

院でも入っていると。病院が訴えられたら、これを使

うと。君が訴えられたらこれを使いなさいと、そうい

う感じで説明を受けておりました。いま日本医師会の

A会員になっておりますので、私は1番の日本医師会医

師賠償責任保険に加入しております。開業医は、ほと

んどこうです。ですから、お医者さんが皆医師賠償責

任保険に入っているとは思わないでいただきたいとい

うことが1つです。 

 そして補償の限度額ですが、いま1事故当たり、最

高1億円、年間1億円というのが限度額ですが、これが

1億5,000万円にできる特約がございます。免責金額と

いうのがございまして、100万円です。紛争に当たり

まして100万円以下の和解なり、判決が出ましたとき

にはこの日本医師会の医賠責を使うのではなくて、静

岡県の場合ですと、都道府県の医師会がやってくれる

ということでした。取りあえず、この部分に関しては

ADRで裁定が出た場合でも比較的やりやすいのです。

100万円を超えた場合には、保険会社のほうがかなり

妥協してくださらないとお金が出ないことになります。 

 医事紛争処理委員会というのが各都道府県にござい

ます。医事紛争処理委員会が、各都道府県で日本医師

会の保険の適用にするのかどうかというのを決定する

機関でございます。現実的な対応としては、この紛争

処理委員会が認めて、ADRにかけた場合には比較的ス

ムーズにいくのかなと。以前のご発表で、北海道の事

例ですとか、千葉県と茨城県でその点がスムーズにい

ってらっしゃるように承りました。もちろん各都道府

県でも、ちゃんとした努力をなさっていると思います。

そこのところが会員にはまだ不安に映っているところ

です。 

 最初に申し上げましたことを、もう1回繰返しにな

りますが、紛争を解決したくない医師などはいないと

思います。まさに小山先生が前回おっしゃったのと同

じ意見を私も持っています。もちろんそれぞれの立場

がございますので、すべてあなたのおっしゃるとおり

と言うわけにはいかないケースもございますが、とも

かく早く紛争を解決して、患者さんとの関係を改善し

たいというのは、全員とは申しません。でも、多くの

ほとんどの医師は持っていると思います。その中での、

結局は話合いということが大事なのだろうと思います。 

 そして長い間、我々医師は何かあったらやはり医者

が悪いと言われてきた風潮は何とかしていただきたい。

ある程度自分たちの寝食を犠牲にして診療している人

間が大勢この業界にはおりますので、そういった人間

に対する敬意というのがマスコミにはちょっと欠けて

いるように思います。そこのところは是非よろしくお

願いしたいと思います。 

 この次のところに、一部抜粋ですが、我々会員から

寄せられたものをまとめてまいりました。さっき申し

上げたことと重複しますが、ADRは訴訟と比較して手
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続きが楽そうなので、紛争が増えるのではないか、静

岡県の会員です。日医の医賠責保険との絡みは、大勢

の人が書いてまいりました。愛知県の会員からは、患

者さん側の弁護士さんの影がちらつく土俵では戦えな

いと。あるいは、これはちょっと誤解があるのかもし

れませんが、和解金額に応じて手数料が上がるシステ

ムでは、和解金のつり上げにつながらないかと。よく

読むと、ちょっと誤解ではないかなと思う面がござい

ますが、一応そういう誤解もあるということです。そ

れも大事なことなので、お互いに誤解のあるようなこ

とは避けないといけないと思います。千葉県の会員の

方から、まさに私は植木先生から講演で聞いておりま

したようなことを教えていただきました。まず、紛争

処理特別委員会に報告することが大事なのだと考えて

いるようです。ただ、そこで通っても、後でちょっと

整合性が難しくなった事例があるように、いただいた

メールには書いてございました。 

 まとめとしては、やはり日本医師会の特に医賠責に

携わっている幹部の方に、こういった会においでいた

だいて、私のような下っぱではなくて、日本医師会の

総意としての考え方を聞いていただく機会があるとい

いかなと考えました。お金がすべてではないのですが、

お金の問題に関する限りこれは大事なことではないか

と思います。発表させていただくに当たりまして、名

前は申しませんが日本医師会の常任理事の先生に2人

ほど聞いてみたのですが、やはりいまの段階ではADR

に関してまだ強い関心をお示しにならないのです。そ

ういったことが残念ではございますが、粘り強く交渉

していただけたらと思います。静岡県の医師会の幹部、

私も幹部の端くれではございますが、いまちょっとい

ろいろ確認はしてみまして、そういう機運があれば始

めるのもいいかねなんていう話は聞いたのですが、や

はり残念ながら具体的な動きを示そうということには

なりませんでした。静岡県の患者さん側の弁護士さん

で、非常に親しい人がいるのですが、ちょっと個人的

にはどうかねという話をしておりますが、やはり医師

会が動いてくれないとなかなか難しいのかなと、個人

的には思っております。 

 中立的なイメージが大事で、先ほど西内先生がおっ

しゃったように、自分たちが中立に振り舞うというこ

とが非常に大事なことです。あと端から見ていても、

中立に思えるような所ですと、応諾をしやすくなるの

ではないかなと思いました。私は個人的には茨城県の

システムが非常に好きです。でも、結果的に私は医師

だからそう思っているのかもしれないと感じておりま

す。 

 最後になります。時間をいただいて申しわけありま

せんが、産科医療制度についてです。これは日本医療

機能評価機構の上田先生に直接お願いしまして、資料

をそっくり借りてまいりました。是非これを喋ってく

れということです。このスライドは、最後の資料の

「医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方

に関する検討会」で発表されたものと、全く同じスラ

イドだそうです。すべて解説していくとキリがござい

ませんので、冒頭に申し上げましたように、産科の訴

訟があまりに多くて、お産をする施設がどんどん減少

する中で、患者さんと医者の紛争を少しでも減らそう

ということを1つの目的に置いて、この制度が創設さ

れたと聞いています。 

 無過失補償という概念は、過失がなくとも、ともか

く苦しむ患者さんがおられて、それが医師の責任をは

っきりさせなくてもある程度の補償が受けられる、そ

れも速かに受けられる、そういうことを目的として作

られています。ですから、この産科医療補償制度の場

合には、脳性マヒのお子さんがお生まれになって、審

査に通りますと、ともかく医師の過失があるなしにか

かわらず3,000万円の補償が比較的速かに出ます。裁

判を経なくても出ます。訴訟に発展する場合には、そ

の後でなる可能性もあるわけですが、取りあえず、ま

ず患者さんの当面の医療費を補償しようという制度の

趣旨でございます。 

 それともう1つは、これが私もすごく好きな部分な

のですが、その後で脳性マヒのお子さんが出た事例を

15人ぐらいの委員で分析をしまして、原因をしっかり

させる。中心となりますのは産科の医師と小児科の医

師、新生児科の医師ですが、それに弁護士さんの代表

も入られまして、それから患者さんの代表も入られま

して、あと学識経験者が入られまして、比較的大人数

でその原因を分析するわけです。結果的に、その分析

されたものがご家族に、それから事故が起きた医療機

関にも行くというふうになっています。私も原因分析

委員におりますが、鈴木利廣先生も入っておられます。

医師が多い所ですが、これが本当に中立かと言うと、

微妙に難しいところもあります。やはり医療的な原因

は医師のほうが得意にしておりますので、どうしても

医者の多い委員会ではございます。そこで原因分析を

する。裁判によって原因分析をするときに、さっき申

し上げたのは本当に真実が明らかにならないと、医者

も感じている。おそらく患者さんたちも、そういう不

完全燃焼のようなところはあると思うので、せめても

う少ししっかりと分析をして、完全に真実に至らない

までも、近いものを追及しようということですね。そ

して、それを将来の再発防止につなげようということ

でございます。 

 ただ、財源がどうなるかということですが、財源は

健康保険のほうから基本的には出ています。出産のと

きに出産育児一時金というのがあるのですが、この制

度を創設するために3万円値上げをいたしまして、そ
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の値上げされた3万円を全てその保険に医療機関が費

やすことを義務づけられているわけです。義務ではな

いと言っていますが、実際には義務です。医療機関の

中でこの制度に賛同した医療機関は、出産1件当たり3

万円の保険金を機構にお払いする。その3万円は、患

者さんの出産育児一時金の3万円の値上がりの部分か

ら出ています。それで積み立てられたお金で、脳性マ

ヒの患者さんが発生したときに支払われるということ

です。 

 問題点がいろいろございまして、金額がちょっと安

すぎるのではないかというご意見があります。それか

ら今回は産科のお産が原因で起きた脳性マヒにのみ適

用されていますので、お子さんの先天異常には適用さ

れないとか、後天的な脳性マヒには適用されないとか、

そういう縛りがございます。これを今後改善していき

たいと、業界の団体は考えております。 

 運営するに当たりまして、いまどれぐらいのお産の

機関があるのかということですが、16頁ぐらいに産科

の医療機関がございます。病院が1,199軒、診療所が

1,697軒、助産所が440軒の合計3,336軒です。日本の

お産が大体年間100万です。100万人の方が生まれてお

ります。概算して3,000軒で100万人のお産をしている

わけですから、年間、1軒当たり大体300件のお産をし

ております。ところが、いちばん下の助産院さんなん

かは1年間に100件程度、100件もしないかな、50、60

件ぐらいのお産しかしませんので、結局病院と診療所

でするお産が、年間平均すると400件ぐらいになって

いるのです。これは昔では考えられない件数です。要

するに、1軒当たりの負担が大きくなっています。で

すから、この診療所・病院が減ることがまた逆に非常

にタイトなスケジュールを作り出しますので、また事

件が起きる種を作りかねないですね。いま少しでも分

娩の機関を増やすように、業界全体としては努力して

いるところです。ですから、そういった趣旨でこの産

科医療補償制度が作られました。基本は無過失補償制

度です。ADRと似て非なると申し上げましたが、何が

違うかと、1つだけ不満な点は、この原因分析を終わ

った後で、患者さんと医療者側の、いわゆる手打ちが

ないのです。ですからお金が支払われて、原因分析が

終わって、その後で患者さん側と医師のほうでお会い

して、最後の総括をするような機会がないのですね。

これがあると、まさにADRに近いものになるのではな

いかと思っています。ただ、それは省略していただき

たいという意見も、正直なところあるのです。ですか

ら、そこはちょっと難しいところではないかなと思い

ます。医療ADRに足りないものがあるとすれば、原因

分析の部分がやはりさっき申し上げましたように完全

には徹底されませんので、こういう制度も1つのモデ

ルとしては良いモデルではないかなと思います。拙い

発表ではございますが、一応そういったことで私の発

表は終わらせていただきます。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。大変詳細なご報告をいた

だいたかと思います。ご質問等があろうかと思います

が、引き続きまして宮脇構成員から「医療ADRの発展

を願って」ということで、ご発表をお願いいたします。  

 

○宮脇構成員 

 医療過誤原告の会の宮脇です。発表させていただき

ます。お手元のスライド・データを見ていただきたい

と思います。私たちは前田先生とは対称的に、患者・

被害者の視点でADRの発展を願っている立場で発言さ

せていただきます。 

 医療事故で死亡ないしは重篤な障害を負った場合、

医療機関との話し合いが進まなければ、そのまま諦め

る方が多いです。それは裁判をするには、金銭的負担、

時間的負担、個人で病院という医療の専門組織に対し

て、過失を立証しなければならない厳しさで、ほとん

どの方が闘うことを断念せざるをえないというのが実

態です。 

 医療裁判の原告勝訴率は昨年は20％、民事では極端

に低い中で、あえて、それでも声を上げなければとい

うことで、年間800件ぐらいの方が裁判を提訴してい

ます。その被害者本人ないし家族で構成されていると

いうのが、私たちの医療過誤原告の会です。 

 1991年に設立しまして、今年で20年になります。現

在、入会者数は1,150名を超えたというところです。

ご自分の案件が解決されると、かなりの方は退会され

ていきます。裁判を通して繰り返しくりかえし事件を

思い出させられますので一刻も早くこういう不幸な出

来事を忘れたい。個人で裁判を5年、10年と背負って

いく苦しみというのは、ご家族だけではなくて、親戚

も含めて非常に重たいものがありますので、早く気持

ちを切り換えたいということで会を辞められていくの

です。それでも現在、200名の方が在籍して活動して

います。 

当会には、深刻な相談が毎月10件余りで、軽度な内

容はしょっちゅう相談がきています。全国で17名の役

員の方が相談に対応したり、被害者の交流会を開いた

りしています。個人で裁判を闘っていくことはとても

大変なので、被害者の交流をすることによって、裁判

を闘っていく気持を継続する力になる面があって交流

会をおこなっています。被害の実態としましては、治

験薬を無断で使用して障害が残るとか、よく説明のな

いまま手術に突入して失敗し、あとの説明もいいかげ

んでほかの病院に紹介して責任をあいまいにするよう

な、私たちが聞いていて相当ひどいと思う事例がかな
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りあります。 

 都道府県には患者相談窓口の設置が義務づけられて

いますが、重大被害事例であるとか、紛争になるよう

なケースは、自治体等に調査権限がありませんので、

話を聞くだけになり、最終的に原告の会に相談がまわ

って来るようです。 

 最近の例ですが、都内の大学病院で注射をした後、

腕がしびれてどうしょうもないということで、その後

ご家族も一緒に病院に相談に行ったのですが、担当の

部長さんが出て来られて「原因についてはわからない

よ」、「この問題については、いま裁判をやっても勝

てないからね」と病院に突き放され、腹立たしいがど

うすればいいのでしょうかという相談がありました。

これはすぐに裁判ということではなく、困っている患

者さんへの対応として、病院の姿勢に問題があるなと

いう印象を受けました。私どもの助言としては、その

大学病院に相談窓口があると思うので、まずそこに行

ってお話する、それでもらちがあかなければ、病院長

に手紙を書く、それでもらちがあかなければ患者の権

利オンブズマンという組織が弁護士さんも含めて全国

的に相談をやられていますので、そういう所に相談し

たらどうかとか、なるべく話し合いができるように考

えて対応しているのですが、責任を持って受け皿とな

る公的相談窓口が必要だと痛感しているところです。 

 そもそも重大な被害について、国が医療被害の実態

調査をおこなっていない。年間2万から4万人の方が医

療行為が原因で亡くなっているといわれているにも係

わらず、そのことにメスが入っていってない。国とし

て取り組んでいく姿勢が見られない。私たち医療被害

者団体は、2008年に「患者の視点で医療安全を考える

連絡協議会」を5団体で作って、医療事故調査の第三

者機関の設立であるとか、被害者救済を求める運動に

取り組んでいます。 

 最近、特に心配しているのは、医療機関がクレーマ

ー対策という形で、警察OBの導入広がってきているこ

とです。 

 2004年に都内の大学病院に勤務され始めた警察のOB

の方が、雑誌のインタビューに答えているのですが、

私的な病院を中心に全国105病院に勤務している140名

の警察OB方が連絡組織を作って、情報交換を主に活動

しているそうです。 

 私どもに届いた被害者の報告では、中国地方の相当

大きな病院ですが、元警察署長をはじめ、警察OBの方

を18名雇って、紺色のスーツの警備服を着て、病院内

にいて見回りをやっている。医療被害者が行けば取り

囲んで威圧されるということです。 

 いま病院が増やす必要があるのは、警察OBの配置で

はなく、患者や被害者など、問題の起こった人たちを

サポートして、病院関係者とつなぐ対話を促進してい

く人たちの配置が大切ではないでしょうか。医療機関

としてもっと丁寧に、患者や被害者と対話を進め、心

から互いに理解し合って、医療の向上や信頼に役立て

ていく取組をしていただきたい。また、国としてもい

ろいろな調査をしながら考えていってもらいたい。被

害者の立場としては、ますます声が上げられなくなる

ことについて、いま非常に心配している状況です。 

 次に移りまして、医療被害に遭った場合に、被害者

はどういう思いかということにつきまして、私どもの

会が1994年のときに取ったアンケートがあります。 

 いちばん最初は病院などに説明が欲しい、もしそれ

が病院で医療過誤であれば、謝罪してほしいというの

が、グラフに示されています。 

 被害に遭ったときに、病院と争ってお金を取りたい

なんていうことではなくて、なぜこういう被害に遭っ

たのか正直な説明が欲しい。家族が急に亡くなるわけ

ですから、死を受け入れていくうえで、亡くなった原

因がわからなければ、周りの親族にも説明できないし、

私は子どもが亡くなりましたが、なぜ子どもが亡くな

ったのかということを知りたいというのは当然のこと

だと思うのですね。そのことを求めているのであって、

病院と闘いたいとか、そういうような感情が起こって

くるのはその後の対応の問題なのです。病院で急に肉

親を亡くした場合に、1ヶ月ぐらい冷静に話ができな

いというのは、どのご家族も、ご自分のことに置き換

えればわかると思うのです。病院側が2カ月、3カ月、

半年なりかけて、粘り強く話していただくことが大事

かなと思います。一定の時間が経って、病院が事実を

隠そうとしたり、被害者に誠実な対応をしなければ許

せない気持ちになります。病院の対応で信頼関係が崩

れた場合、被害者は医療にとっては素人なのですが、

追い詰められて自分で事故原因について、徹底的に調

べるしかないのかなという心境になります。病院が丁

寧に対応を続けないことで被害者を追い詰め、医療過

誤裁判に進んでいくことになります。私達が被害者の

相談を受けて、経過をずうっと見ていると、段々ああ

裁判になっていくなというのを感じるのです。話し合

いの可能性ができる医療ADRに、被害者として期待す

る思いが強いです。 

 次のグラフですが、患者の視点で医療安全を考える

連絡協議会が2008年にアンケート調査した結果でも、

医療被害者の願いとして、真相究明を第一義とする。

それから真相究明と紛争解決、この事故の原因が何な

のか本当のところが知りたいということです。 病院

の説明と事実関係のところですれ違っていくのですね。

家族が付き添っていて、看護師さんに言っても全く医

師が病室に来なかったのに、カルテ上は何度も来て診

ていることになっている。それから、点滴を投与した

となっているが、そんなこと全くやらなかったではな



- 10 - 

 

いかなど、そういう事実関係が全く食違って、裁判に

突入していくのです。ミスがあったとしたらきちんと

話す、被害者のほうに誤解がある場合もあるし、医療

内容についても知らないということもあると思うので

すが、専門家として正直に丁寧に話して欲しい。 

 事故直後で話すのか、2カ月後、3カ月後に話すのか

というのは、それは被害者の落ち着き具合いによって

変わってくると思いますし、その点も丁寧に見ていた

だきながら、医療機関側として窓口を閉ざさないこと

で、紛争や医療過誤裁判になっていかないということ

です。何度も話し合いの機会はあるなと、私たちは相

談に応じながら感じているところです。 

 同時に、先ほど前田先生から医療過誤裁判は、医者

として相当プレッシャーだというふうなご発言があり

ましたが、私たちは被害を受けた上で、あえて被害と

言いますが、受けた上で裁判の中で体験するのは、出

されたカルテやレントゲン写真や、心電図等もそうで

すが、我々から見ても、非常に改ざんされていると思

うものに、たびたびぶつかります。その当時全く生産

されていなかった心電図用紙が証拠として提出された

りするのです。 

 アンケートに寄せられた被害者の意見は、「裁判で

は、改ざんされたカルテ、ナース記録が重視され、原

告の訴えを取り上げてもらえず、医師は過誤を起こさ

ないという前提でほとんどの裁判が進められている」

「私たちがほとんど完璧な証拠だなと思っていたもの

も無視されることもたびたびです。この壁を破らない

と、裁判をしてまた二度目の被害に遭う」「医療被害

に遭った上に裁判でまた数百万のお金がかかります」

通常の民事では85％ぐらい原告が勝つと言われていま

すが、医療過誤の原告勝訴率は20％。そういうことが

わかっても、医療機関のあまりの仕打ちに引き下がる

わけにはいかず、あえて裁判に踏み切っていくのです。 

 「医療過誤裁判は、被害者の立場なんてほとんど考

えない、事務的な業務遂行、一種のセレモニーという

ふうに、感じざるを得ないような印象を受けたりしま

す」「我々から見たら、被告医師が堂々と嘘をついた

り、相手側の弁護士がそれを一層強調したりして、原

告自体の頭がおかしいのではないかというような、印

象づけるような厳しさ、切って捨てられる状況が、裁

判の中ではあるということです」「一般市民として最

後の手段にも関わらず、矛盾だらけで苦しいことが多

すぎる」「裁判に行けばいろいろなことがわかるだろ

うと普通は思うのですが、実はそうではなくて、なま

やさしい心構えでは勝てない。家族、親族が協力して、

原告側の傍聴者を増やして、裁判所の動きも見詰めな

がらやらなければ、とても勝てるものではない」と、

私もそのとおりだと思います。「宣誓しているのに偽

証、カルテ改ざん、相手方の意見書の揚げ足取り、加

害者救済でしかない裁判の現実を知って驚いた」、偽

証やカルテ改ざんによって医療者が処罰されたという

ことはありませんから、そういう点では被害者側から

見るととても大変な思いをしている。それから、「弱

い人間、金のない人間に時間をかけ、金を使わせる裁

判は不平等である」「個人対組織なので、そこにかか

っているお金の負担感というのは、それは比べようが

ないほど非常に不公平だと思います」。このような思

いの被害者を、裁判に踏み切るまでに追い詰めないで

もらいたいと私は思います。 

 医療側が対話を断った場合、被害者に残された道は

今まで諦めるか裁判かしかなかったのですが、ADRの

制度が出来たことで、そう甘いものではないと思いま

すが、各地域の実状を聞いてみますと、茨城のように

まず医療者側が断らないことを実践されているという

ことを考えますと、これは私たちにとってはADRが1つ

の解決方法として大事な方策だなというように感じて

いるところです。 

 医療被害者の願いとしましては、医療事故の被害者、

または家族が相手の医療者を知ろうとするプロセスを

大切にしてほしい。主治医や病院関係者と話すのは、

何かが起こらないと機会はなかなかないのです。だか

ら、ADRを通して、逆に信頼を強めていく場だと思い

ますし、そういうことを是非わかっていただきたいと

思います。 

 それから医療事故が起きたときに、患者や家族、遺

族のいちばんの願いは、かけがえのない子どもや妻や

夫に、何が起きたのか知りたい、情報開示がなされた

上で正直な話し合いがしたいということです。紛争と

いうのは本当に避けたいというのは当然のことで、事

実がわかれば別に紛争をすることは全くないのです。 

 ADRについて3名の方が利用した報告ですが、はじめ

に、息子さんが服薬の事故で、病院に救急搬送されて、

大量の薬の投与で身体障害が残ったケースです。病院

が母親に説明しただけで、もうあとは終わりというこ

とで、すぐに弁護士に対応を任せてしまったのですね。

しようがないのでこちらも弁護士に相談してお話をし

たのですが不調だったので、とにかく主治医と話をし

たいということで、ADRの申し込みをやりました。結

局、断わられて主治医と話ができないままになってし

まい、もう裁判をするしかないかなという状況です。

これは当事者が話せば裁判まで行かなくて済むのにと

思われるのですが、病院のほうとしても弁護士まかせ

で、何かどこか違っているようなというか、このまま

裁判でお互いに消耗していくことを考えると、とても

残念な状況にあるなと思います。それから、被害者の

方がいろいろ調べた資料を、ADRで解決したいと思っ

て、すべてADR事務局に渡したのですが、相手に拒否

されたあとその書類が返ってこなくて、事務局に聞い
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たらシュレッターで処分するようにしましたという話

なのです。今後、裁判になってくると、相手に全部資

料を出しちゃって、ちょっとしまったと思っているそ

うです。ADRの書類の提出範囲について、今後どうい

うふうにしたらいいのか考えていただきたいと思って

います。 

 2つ目のケースでは、元気で会社を経営されていた

息子さんが、救急で搬送された大学病院で、これも診

察が非常に雑だったということと、投薬が原因で短期

間で亡くなったのです。ご家族が病院に説明を求めた

のですが、1回の説明だけでご家族はもう終わり。以

後は、質問があったらとにかくFAXでくれということ

でやり取りをしたのですが、やはり病院から直接説明

を申し入れたところ、2回目は遺族の参加は断って弁

護士だけの説明ということになってしまった。その説

明も主治医と担当医が不参加ということで、やむを得

ずこの方は裁判の提訴になりました。 

 何でこうなっているのか本当に残念なのですが、ご

家族は担当の医師から、この診療の経過であるとか、

何で禁忌と言われている薬を飲まし続けたのかという

ことを直接聞きたかった。これはご家族がかなり調査

をしたあとで、やはり禁忌だったということに気がつ

いて、主治医に薬について聞きたかったのですが、病

院に拒否され裁判に臨まざるを得ない。裁判では直接

主治医から聞けるだろうということなのですね。こう

いう場合もADRをもっともっと病院側に理解していた

だきながらやれば、裁判にいかなくても済むのではな

いかと私は感じています。 

 この方は、東京近県なのですが、東京にADRの制度

があると聞いて申し込もうとしたのですが、たまたま

知人から県の弁護士会が近いから、そこでやったらど

うかということを勧められ、県の弁護士会の仲介制度

で病院に申し入れしたが断られた。結果的にADR機関

の利用にならなかったのですが、ご本人はADRで依頼

して断られたと思っているのです。各県弁護士会の仲

裁制度と、ADR機関との整合性をどうしていくのかと

いう点について、県を越えての調整をお願いしたいと

思います。被害者はADRでお願いしたと思っていると

ころでは、もう少し工夫が今後は必要かなと思います。 

 医療被害を受けた場合に、病院と対話を断られた場

合におかしいと思って、そこで被害者は一生懸命に調

べるのですね。調べて、あっ、これは医療過誤だとか、

医療ミスだというように、かなり大きな確信を持って

そのあとの裁判に行くのですが、それまで結構タイム

ラグがあるのです。半年とか、1年とか、2年とか。そ

の間について、その後の病院側として対話を断らない

でいただきたい。そこで出てきた疑問について説明を

求められた時、もうその問題は全部弁護士対応としな

いでいただきたい。裁判に至る前に、まだ話す機会が

あると思います。そういう中でもADRの活用も当然出

てくると感じているわけです。 

 ３番目のケースでは、病院で手術をして後遺症が残

っていて、病院のほうは合併症だという説明をしたの

ですが、本人は後遺症が残っているものですから、合

併症なんて言訳けではないかということで、かなりも

めていたのですが、院内だけの話合いではちょっと話

がつかないということで、病院と両方合意の下でADR

でやったということです。そこで主治医の方も出席し

てお話して、患者側に付いている弁護士さんが病院と

しては非常に丁寧に対応しているではないか、この点

については信頼していいと思うというご発言もありま

して、患者さんのほうもそれで納得した。その後は良

好な関係になったということで、これはADRがすごく

良い形で活用されたなと思います。確かに一旦不信に

陥った場合に、被害者と病院との関係だけでは、なか

なか修復できない場合があるかなと思いますので、第

三者が介入するADRの活用として、とても良かったと

思います。 

 最後ですが、医療被害者と医療者との信頼関係をつ

なぐ役割をADR機関が、是非果たしていただきたいと

思います。医療被害の重さについて繰り返しになりま

すが、私も1983年に娘を医療事故で突然亡くしました。

民間企業で働いていたものですから、医療に全く素人

の人間が医療被害者に遭ってみて、患者側から医療機

関にもの申すことがどれほど困難かということを実感

しました。自分の娘のカルテも見られないしレセプト

も見られなかったので、がんじがらめの制度で医療者

が守られているなと思い知らされて、10年間医療過誤

裁判を闘いました。 医療過誤原告の会を創設したの

は近藤郁男さんといいまして長野の方なのですが、

1979年に中学生の息子さんが虫垂炎の手術時の麻酔の

ミスで植物状態になりました。それでも病院はミスを

認めず一審原告敗訴です。二審で医療に力のある弁護

士さんと、麻酔学会でも有名な先生が証言に立ってく

ださって、勝訴的和解したのですが、息子さんの24時

間介護が残りました。介護しながら、近藤さんは息子

さんに「マー君、おまえはなあ、ただ寝ているだけで

はないんだよ、社会的に大きな仕事をしているんだから

な」と、いつも話しかけながら、原告の会・会長とし

て尽力し10年前に他界されました。ご家族が息子さん

の24時間介護を引き継いで32年になります。医療被害

は家族を含めて、生活全体が一変していく、本当に大

変な状況を当事者に引き起こしていくのだなというこ

とも、是非わかっていただきたいと思います。 

 公的な被害者支援のための制度として、医療機関側

がADRを積極的に受け止めて活用していただき、医療

過誤裁判に被害者を追い詰めないでいただきたいと思

います。そして、先ほどの産科補償制度のような形で
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原因調査や、再発防止の制度化を願っています。 

以上です。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。最後になりましたが、佐

々木構成員からお話をいただきます。 

 

○佐々木構成員 

 佐々木です。今回この医療ADR連絡調整会議に参加

させていただきましてありがとうございます。被害者

の立場からお話しさせていただきます。いままで各機

関の先生方の取組状況などのお話を聞かせていただき

まして、それぞれに対して尊重を申し上げたいと思い

ます。 

 普通紛争解決となりますと、法を適用し、判決を下

すという裁判になりますが、裁判というのは本当に闘

争心をもって争います。時間的にも経済的にも負担が

大きく、本当に精神的なエネルギーを費やします。し

かし、この医療ADRという、対話を促進して迅速に、

そして経済的にも負担なく簡便な解決ができるであろ

うという期待もございますが、3つぐらいですか、こ

ちらから申し上げたいことがございます。 

 まず、代理人ということではなくて、当事者がその

真実を探求するために、自分自身の言葉で語られる場

を、十分に作っていただきたい。そしてその語らいに

目を向けていただいて、その経過を明らかにして、そ

して事実を伴に探求していくそのプロセスが大切では

ないかと思います。医療者もその想いを伝えたい、ま

た患者もその想いを伝えたい、そういう対話の場を十

分に、本当に作っていただきたいと思います。紛争に

なる前のコンフリクトといって、被害者にとっても葛

藤があるわけです。その葛藤の間に対話をもつことが

いちばん大切ではないかと思います。 

 私は医療過誤裁判をしております。途中から本人訴

訟になっておりますので、この事案を少しお話しさせ

ていただきたいと思います。 

 もう18年前になるのですが、当時高校2年生、17歳

の若い命を医療過誤によってなくしています。これは

バイクによる自損事故ではございましたが、救急病院

に搬送されたわけです。そこで当直の先生がすべてレ

ントゲンを撮り異常ないと、頭もCTを撮るが異常ない

と。それで意識レベルも鮮明であるということで、経

過観察としてその晩入院したわけです。 

 ところがその晩に急性腹症を呈しまして、もうエビ

のような状態で横になって寝られない。それがずうっ

と夜通し続いたわけです。私はずっと付いていたので

すが、もう本当に苦しがっていました。その間に3回

ほどナースコールをしたのですが、その当直の先生と

看護師が3回ほど見に来てくださるのですが、気休め

に診て出て行かれた。早朝に「お母さん気持ち悪い」

ということで、膿盆に受けてやると、2回ほど胃の吐

血、いろいろなもの、どす黒いものを出したわけなの

ですね。そのときに初めて主治医となる医療者が出て

来られて「先生、これ内臓破裂と違いますか」と私が

聞いたわけです。もう本当にその晩ずうっとドキドキ

して見ているわけです。そこに看護師の方もいらっし

ゃるのですが、その看護師の方が「大丈夫ですよ」っ

て、こう安心感を与えてくれる。ああ、よかったと思

ったのです。そして、子どもが胃の洗浄するからとい

って、私は外に出されましたが、歩いてトイレに行く

ような状態であった。 

 そして、病棟に移されたのですが、そこでもう食事

を与えられました。もう食事は出ておりました。そし

て痛いながらも1口、2口は食べておりましたが、痛み

が持続する、取れない、毎日毎日そのように痛みを訴

えておりましたが、そのとき医療者は出て来て、私は

いつも聞くのですが、「打撲だから大丈夫」。子ども

も痛いと言いながらも1人でトイレに行き、屋上に上

がり普通にしておりました。友達とも話をしておりま

した。しかし、痛みが取れない、おかしいということ

なのですが、「打撲だから大丈夫」。レントゲンはも

う山のように撮っております。説明は「異常ない」と

いうことでした。 

 ところがだんだんとおかしくなりまして、９日目に

ですね、腹部膨満・圧痛、そして白血球の上昇、40度

近い高熱が出まして、バリウムにより造影検査にレン

トゲン室に行ったわけです。このときにも本当の医療

者だったら、バリウムではなしにガストログラフィン

という水溶性の安全な溶剤でするのですが、その医療

者はバリウムでやられました。そして、ナースコール

で呼ばれて行きますと、「漏れを発見した」というシ

ャフカステンにレントゲンの画像が掲げてありまして、

医療者はもう慌てふためいておられました。そして緊

急手術となりまして、なす術もなく手術をするわけな

のですが、長時間して出て来たところ、私は「どうで

したか」と聞きますと、「食べさせたのがまずかった、

40センチも切って内臓を食塩水で洗った」と言われま

した。もうこのときは絶望感を感じました。そして、

死ぬか生きるか切羽詰まった手術をしておきながら、

その医療者はその晩一度も出て来ることはありません

でした。 

 そして、あくる日ですね、黄疸が出たのですね。

「先生、黄疸が出ているじゃないですか」と言うと、

その医療者は「ここではその設備がない、お母さん半

分あきらめてください」と言われたのですね。手遅れ

手術をしておきながら、私は本当にこの人は医療者な

のだろうかと不信感を感じまして、すぐさま主人と一

緒に知り合いの大きな病院の院長先生に電話をして、
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入れてもらうことを約束しまして、早朝に行く約束を

しました。 

 そしてその晩、その医療者に、「明日、転院するの

でカルテをお願いしますと申し出ますと、その医療者

は夜通しかかってナースステーションでカルテを見て

いるのです。そして夜遅くに私のところに来まして

「もう一度、手術をさせてください」と言われたので

す。私は無視いたしました。なぜ手術の必要があるの

かと。そしてあくる朝、救急車で転院いたしました。 

 そこでは大きな病院ですから、本当に看護師の方が

「若い命に希望をもちましょうね」と勇気を与えてく

ださったのですが、もう手遅れ状態です。残念な転院

でございましたが、2日後MRSAに感染していることが

わかり隔離されました。そして、その2日後、敗血症

によって亡くなりました。その亡くなる寸前、まだ意

識はちゃんとありましたが、もう苦しくてものを言え

ない、そのときに私に向けてペケをしたのですね。も

う駄目だということだったと思うのですが、そして大

きな息を2回ほどして亡くなりました。本当に初めの

画像の見落とし、縫合手術の失敗、そして腹膜膿瘍を

起こし、播出性血管内凝固症を併発し、MRSAに感染し、

敗血症、最悪の状態で亡くなりました。 

 一体どういうことであったのか、私は医療機関に葬

儀のあと聞きにまいりました。医療者は大きな文献を

持ってこられて、「お母さん、ここには載っていなか

った、難しい症例であった、初めての症例であった」

と終始言い訳をするわけです。「はい、そうですか」

と引き下がる親はいないと思います。一般的医療水準

で見てくれていたならば、悲劇は起きなかったはずで

す。この家族の怒り、悲しみ、苦しみをどうしたらい

いのでしょうか。医療者からは的確な説明も聞けない、

責任ある態度を示さない、申し訳ないの言葉の1つな

しということで、私は公の場で聞こうといって提訴を

いたしました。しかし、医療者を訴えることは大変な

ことです。情報の格差、そして専門性、閉鎖性、密室

性という壁を乗り越えないといけません。 

 そして、そこに弁護士を入れるわけですが、弁護士

も医療者ではない場合、どこまでやってくれるかわか

りません。こちらから情報をすべて提供していかなけ

ればならない。そして証拠保全などの手続は迅速にし

ていただきまして、手元にすべてその証拠となるもの

をすべてコピーしていただきました。そして準備書面

を出していただいて、1年間ぐらいその全体像をわか

ってもらうために、裁判所とやり取りをしていました。 

 ところが1年後、弁護士から「何か争点となるもの

はないか」と言ってこられたのです。私はそのときに

手元にすべての書類がありましたから、いろいろ調べ

ました。主人と一緒に本屋さんに通い医学書を読み、

また図書館に通い医学書を読みあさりました。それに

よく似た症例であるところの医療者のところへ全国を

駆け巡りました。しかし、そこには的確な証明とか説

明をしてくれる医療者は1人もいませんでした。 

 あるとき、「腹部外傷」という本があったのですね。

その中に同じような症例があったのです。画像も載っ

ていた。それは沖縄のある病院長の先生でした。そこ

へ訪ねてまいりました。そうしたらその先生が、レン

トゲンに写っているかわからないから持ってきなさい

ということで、再度また沖縄へ行きました。そうする

と、2日入院したあくる日に撮った画像が、あっ、こ

こに出ている、これは「十二指腸硬腹膜破裂という気

腫像が出ている。そして、これは珍らしい症例ではな

い、医学生のときに学ぶのだと。」これはサッカーボ

ールが強裂にここに当った場合、脊椎によって後ろの

後腹膜が亀裂すると。結局1.5センチの亀裂があった

わけです。すぐにそういうところから何もない所にエ

アーが入るわけです。そしてエアーが腎臓を浮かび上

がらせる。その画像が出てきた。これは本当に医学生

のときに学ぶのであって、教科書にできるものである。

これをいただきたいというようなことでした。 

 そうなりますと、その先生は「これをわからない医

療者が救急病院にいるのか、かわいそうなことをしま

したね」と言って、ちゃんと見てくださいました。立

派な協力医を得たわけなのです。そして帰りましてす

ぐさま弁護士に事情を話しまして、準備書面を書いて

いただきました。 

 そうすると向こうから、「知っていた、初めからそ

れはわかっていたが、あなたたちが言わなかったから

言わなかった、初めから知っていた」というような答

弁書が来ました。そしてもう認められました。そして、

画像があります。そうなるとしばらくしまして、弁護

士から「和解したらどうか」と言ってこられたのです。

和解となるとすぐに損害賠償で決着がつきますが、私

は初めに「判決までお願いします」と申し出ておりま

したので、「和解はしない、一体どうなっているのか

事実関係を知りたい」ということを言いますと、「も

うこれ以上、書面を出さないから」と言われたのです。

もうここで信頼関係が薄れました。私たちの想いは弁

護士に通じていなかったのです。 

 そこで私は弁護士に退いていただきました。解任で

すね。そうすると裁判長から3回ほど呼び出しがあり

まして、「あなたたちは弁護士を辞めさせたのですね、

8合目まで行っていたのに3合目まで落ちた、あなたた

ち負けるかわからないから、弁護士を入れなさい」と

言われたのです。しかし、弁護士を入れても一緒です。

証拠があります。そして、もうその医療者は認めてお

られます。そして、真実を突いていこうということで、

「私は証人尋問がしたいのでお願いします」と申し出

まして、2人の医療者を1時間ずつ証人尋問をいたしま
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した。これは認めていただきまして、大変嬉しく思い

ました。 

 そして当日、その医療者が1年ぶりに出て来られて

見ましたら、本当に大きな体の方が細く、その面影が

ないぐらい痩せておられた、2人ともが痩ておられた。

私は本当に胸が痛みました。ああ、この医療者も悩ま

れたのだなと思いましたが、一つひとつ聞いてまいり

ました。 

 その証拠に、カルテにはバリウムによって透視と書

いてあるのに、レセプトにはガストログラフィンと出

ているのですね。私はガストログラフィンとはどうい

うものかということで、新大阪にございますシェーリ

ング社というドイツの会社がございます。そこではガ

ストログラフィンを造っているのです。そこの学術部

に聞きにまいりまして、画像をもって、これはガスト

ログラフィンか、これはバリウムかということを聞き

ますと、「これはバリウムである、ガストログラフィ

ンは水溶性で安全性があり、またこれはX線を当てる

と光ってわかる。そして、水溶性だから尿として出て

いく安全なものであるという説明を受けました。それ

も自分の足で聞いてきて、裁判でそれを申しましたが

的確な返事はしませんでした。 

 本当にいろいろと薬のことを勉強しまして、証人尋

問をいたしましたが、最後いろいろと聞いてまいりま

したら、「今ならわかる、そのときはわからなかっ

た」ということになったのですね。裁判長からもこう

いうものは学会とか医学書で目にしていなかったのか

ということを問いただされておられましたが、「わか

らなかった、今ならわかる」ということで認められま

した。 

 私は子どもを亡くした親の気持は、悲しくて悲しく

てどうしようもありません。信頼し命を託した者にと

っては、あなたの誠意が私たちの救いとなるのですと

申しましたが、目と目を合わすこともなく終結し、喪

失感が残ったままです。紆余曲折の結果、勝訴いたし

ましたが、もう子どもは生きて帰ってくることはない

のです。医療裁判は人間の生命、身体、健康、心とい

うものを裁くことが、必ずしも法に照らし合わせて合

致するものではないのです。弁護士も裁判官も医療者

ではございません。真相究明、再発防止にはつながら

ないわけです。 

 多くの被害者が一体何が起こったのか知りたい、し

かし、説明もなければケアもないということで、訴訟

という手段を取らざるを得ないのです。しかし、そこ

で何年もかかり、敗訴または和解となり、医療者の顔

が見えないまま終結し、不満が残ったままです。信頼

関係はできません。 

 しかし一方では、こういった不信感を穴埋めする解

決方法が必要になるわけです。これが医療ADR、対話

型ADRだと思います。これは院内にしろ、院外にしろ、

当事者同士が会って話し合う、そこにはいま院内にお

いては本当にコミュニケーション技法を身につけたメ

ディエーターという方がいらっしゃいます。各病院に

いまどんどんとそういう研修を受けた方が増えてきて

おられます。そして、管理体制、リスクマネージャー、

そういった方がいま病院側も本当に考えてくださって、

医療安全に取り組んでおられることを、私は感じてい

ます。 

 そこで話し合い、そこで情報開示、これは本当に不

可欠です。そして何が起こったのかしっかりと説明し

ていただきたい。医学的な観点から説明をしていただ

きたい。もしミスでない、人間というのは健康に回復

していても、いつ何が起こるかわからない。突然に亡

くなる場合もございます。こういう場合もあって、ミ

スはないけれども亡くなった。このときには共感表明

といって、やはり謝罪をしていただきたい、しかしこ

れは、責任のある謝罪ではない。しかし私たちはそう

いう認識も持っておかなければいけない。いつ何が起

こるかわからない、人間の体は何が起こるかわからな

いということは、認識しておかないといけませんが、

そこでも家族に的確な説明をすることによって納得し

ていただく、これで不信感を払拭するわけなのです。

しかし、もしミスがあるのであれば、しっかりとこれ

は責任承認していただいて、謝罪をしていただきたい

と思います。謝罪をしていただき、その問題点を指摘

し、二度と起こさないように医療者側も努力し、再発

防止に努めてくだされば、これは医療機関の信頼関係

も回復するのではないかと思います。医療者と患者と

は対立するのではなくて、医療者は本当に使命感をも

って医療に携わっておられます。私たちもまた信頼と

尊敬の念をもって医療機関にお世話になりますが、お

互いが尊重し合うことも、助け合う、支え合うという

ことも必要であると思います。 

 よく、私裁判に巻き込まれたといって、医療機関か

ら去られたということをよく聞きますが、これなどは

ある医療者が、娘さんに実験台にされたと言って提訴

されたわけです。それは肝臓の病気で来られた人が、

肝臓の権威である医療者が、こういった方法があるの

ですよと、その患者はもう末期状態であった。しかし、

死を待つよりもこういうような研究をしている治療法

があるのです、それでお願いしますということを申し

出ました。それで奥さんにも申し出たけれども亡くな

られた。そこへ娘さんが来られて実験台にされたとい

うことで提訴されたわけです。しかし、私はこの医療

者がインフォームドコンセントというのがあれば、本

当にしっかりと家族みんなに、その治療内容、効果、

危険度といったものをきちんと説明しておけば、こう

いうことにならなかったのではないかと思います。 
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 また、周産期医療で刑事裁判になって、福島の大野

病院、4年間裁判がありました。しかし、その医療者

は無罪であった。そのコメントが「ほっとした」とい

う言葉が出ておりましたが、その裏では1人の女性が

亡くなっているのです。この人の家族の気持はどうな

のでしょうか。やはりここにもその不可抗力、これは

もう避けることができなかったという、いろいろな医

学的観点からきちんと説明をすることによって、その

家族に納得していただければ、医療者の想い、そして

家族の想いが本当に通じ合うことによって解決できる

のではないかと思います。 

 私はとにかく医療者が本当に責任ある説明。私が思

いますのは、医療は医療の専門家にしかわかりません。

そしてその因果関係などは専門的な観点から調査して

いただければ、すぐにそれはわかるのではないかと思

います。このADRが、いま裁判外紛争解決というので

あれば、経済性は横に置いておいて、まずは当事者同

士が対話の場を持つことがいちばん大切ではないかと

思います。そして、医療者にも患者にもメリットがあ

ることが大切ではないかと思います。ただ、私たちは

行って話を聞いてもらうということでもいいのですよ、

とにかくお話を医療者から聞きたいということがいち

ばんあるわけです。もしADRで応諾がなければ、その

ADR機関はどうなるのでしょうか。的確な医療者もい

なければ、それは解決する方法はどうなるのかなと1

つ思うわけです。 

 医療者のほうも院内であろうが院外であろうが、や

はりADR機関的なものをつくればいかがでしょうかと、

私は思うのです。 

 最後になりますが、多くの医療者がいらっしゃいま

す。ほとんど立派な医療者だと私は感じております。

しかし、中に技術、知識の不足された方が医療ミスを

起こしますと、クローズアップされ、医療不信となる

わけですが、まずはこういった技術、知識の不足され

た方の克服が大切ではないかと思います。以上でござ

います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。以上で本日予定されてお

りました4名の構成員からのお話をいただいたことに

なります。あと追加というか参考資料として、医療の

質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する

検討会についてという資料が配られていますが、事務

局から簡単にご説明いただけますか。 

 

○大臣官房参事官 

 お手元に参考資料といたしまして、医療の質の向上

に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会に

ついてという資料をお配りしています。資料の検討状

況の5のところを見ていただきたいと思います。第1回

目は、8月26日から検討会が開催されておりまして、

その検討の内容としては、その趣旨のところにありま

すように、患者・家族（遺族）の救済及び医療関係者

の負担軽減の観点から、医療の質の向上に資する無過

失補償制度等のあり方や課題について、幅広く検討を

行うために開催しているものです。無過失補償制度の

検討等となっていますが、検討課題の(2)に、医療事

故の原因究明及び再発防止の仕組みのあり方について

と記載してありますように、医療事故の原因究明及び

再発防止の仕組みのあり方を検討するとともに、その

後の無過失補償制度等のあり方等について、併せて検

討を行うものでございます。 

 現在3回目の検討ということで、そもそも国内にあ

ります現状、即ち医療事故の原因究明及び、再発防止

の仕組みのあり方の状況ですとか、あるいは無過失補

償制度で一部出されている、先ほどありました産科の

医療保償制度等が紹介されまして、現状についての理

解を深めたいと、いまはそういう状況でます。事務局

からは以上でございます。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。私の不手際で既にかなり

時間が経過をしております。本日は医療側、患者側そ

れぞれのお立場からのお話をいただくということです

ので、できるだけ思いの丈を語っていただくことが中

心かと思いますので、かなり時間を取ってお話をいた

だきました。ご質問等、多くあるのではないかと思い

ますが、もうかなり時間が押しておりますので、もし

是非、今日質問、意見を述べたいという構成員がおら

れれば、お話をいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

○宮脇構成員 

 今日、東京の三弁護士会から資料が出されましたが、

これは、かなり進化されているなという印象を受けま

した。私も先ほど話しましたように、医療ADR機関が

知られていないなというか、病院のところも知られて

いないし、ましてや我々へ相談に来る人は、ほとんど

知らないという状況です。もったいない。是非どうい

う形で周知できるのか、せっかくこういう連絡機関が

ありますし、国としてもいろいろ周知できる手段とい

うか手立てを考えていただきたい。東京だけでなく全

国的にも知られていないというのがわかりますので、

そういう点で何らかの形で、国民への周知をお考えい

ただきたいと思います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました、先ほど西内構成員からの



- 16 - 

 

お話、弁護士会としてはホームページなどに掲載をし

て、周知をされているということですか。 

 

○西内構成員 

 ホームページについては、先程発表しましたとおり、

今まだ準備中ですが、大小2種類のパンフレットにつ

いては、いろいろな医療機関とか、その他公的な相談

窓口等々にも、お送りさせていただくことを考えてお

り、そのための弁護士会内の手続を進めております。

それらがお手元に届きましたら、皆さんご協力の程を

を是非ともよろしくお願いいたします。 

 

○山本座長 

 その広報の面を、この会議でも引き続き検討をして

いく必要があるところかと思います。ほかにいかがで

しょうか。よろしいでしょうか。それでは本日のご報

告についてはこの程度とさせていただきたいと思いま

す。 

 最後に次回以降の開催についてご相談をしたいと思

うのです。今回の会議で各構成員からの発表がおおむ

ね一巡した形になります。そこで、次回以降この会議

をどのような形で持つかということなのですが、例え

ば考えられるものとしては、構成員以外の、ここにお

集まりの方々以外の関係のところから、何らかのご説

明をいただくということ。あるいはこれまで各構成員

からのご説明をいただき、若干の討論をしたわけです

が、いつも、今日もそうでしたが、かなり時間が押し

てしまって、その論点を深めることがなかなかできな

い状況にありましたので、もう少し掘り下げて、今後

に向けた討論を行うことも考えられるかと思います。

あるいは一巡しましたので、それを踏まえて、またそ

れぞれのご活動について二巡目といいますか、ほかの

ところのお話もいろいろ聞かれた上で、そのフォロー

アップみたいなものをやっていくということも考えら

れるかと思います。いろいろな選択肢があろうかと思

いますが、今後この会議をどういうように進めていく

かについて、是非ご意見をいただければと思います。 

 

○小山構成員 

 この後どのようなことをここで議論していくのかを、

是非教えていただきたいと思います。 

 

○山本座長 

 それをいまから議論していただければと思ったので

す。 

 

○小山構成員 

 ADRのことについて、ADRの認識が我々と弁護士会と

患者さん側でやはり違うわけです。もしそれを整合性

というのですか、ある程度の結論を出すのだとしたら、

この構成員の形を少し変えていただかなければならな

い。つまり、私がここに出て来るときに、医療関係者

は2人しかいないという中で、あとすべて弁護士さん

と患者さん2人というようなバランスでは、もしこれ

からのADRをどういうふうに展開していくとかという

話をしていくときには、少しバランスが悪いのかなと

いう感じを持ったので、いまのような質問をさせてい

ただきました。 

 

○山本座長 

 ご趣旨はよく理解できます。事務局のほうのお考え

はありますか。 

 

○医療安全推進室長 

 今後の進め方ですが、私どもとして、何らかの結論

をこの場で得るというつもりでは思っておりません。

私、この会議に出席させていただくのは初めてですが、

これまでの経過を見せていただきますと、ご発言いた

だいたことによって、徐々に認識を共有するというこ

とで進んできたものと思います。今後も何らかの結論

を得るというよりは、さらに理解を深めていくように、

お考えいただければと思います。 

 

○山本座長 

 小山構成員、よろしいですか。そういうようなこと

だということで、何かを決める、ADRについてこうい

う方針でやっていこうという政策決定をする場では基

本的にはないという理解だろうかと思います。 

 

○小山構成員 

 では、各やっている所の実状を発言していただく場

という理解ですね。 

 

○山本座長 

 それでADRについて、どういう問題点があるのか、

どういうふうにしていけばそれぞれのやっているADR

がより改善していくのかというようなコンセンサスを

形成していくと、そういうような趣旨かなと思います。 

 

○小山構成員 

 そのような趣旨であるならば、もう少し医療側を増

やしていただきたいというのが、私の率直なる意見で

す。いまのところとりあえず2人しかいません。でも

ADRを実際に小松先生はやっていられるわけですが。

どちらかというとADRを作っている側という形になり

ますと、それでも3人という状況の中で、もう少し現

場の意見を聞いてみる必要があるのかなという感じは

持ちますけどね。 
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○山本座長 

 その現場というのは、具体的にはこういう人をとい

うことはあるのでしょうか。 

 

○小山構成員 

 私は大学病院ですので、大学病院の立場でしかわか

りませんが、一応、日本病院団体協議会の代表として

出てきています。この前のアンケートでご報告したと

おり、アンケートという形では、いろいろな意見を集

約してこられると思いますが、いわゆる民間の中小病

院、あるいは公的な病院というようないろいろな分類

があると思うのですが、その辺のところの人数を、そ

の意見を言う方々に集まっていただいたほうが、受け

る側が我々2人だけですと、大きな病院で有床診療所

ということになってしまいますので、もう少し病院の

規模を考慮しながら、幅広い意見を聞かれたほうがよ

ろしいかなと思います。 

 

○山本座長 

 わかりました、それは事務局と協議をさせていただ

きたいと思います。ほかにいかがでしょうか。 

 

○児玉構成員 

 大所高所からADRをどう育て発展していくかという

議論を念頭に置かれて小山先生のご発言はあったと思

います。ただ、他方、ご指摘があったたくさんの論点

の中で、例えば保険との関係をどう整理するかとか、

現行のさまざまな医師会の医事紛争の取組等をどう整

理するかとか、あるいは実際にADRを運営されている

側から、医学的な知見をどのような形でご協力をいた

だいていくかとか、さまざまな実務的なテーマがあろ

うかと思いますので、例えばなのですが、そういうこ

とについてワーキングを作って資料をもう少し整理し

てご議論をいただくほうが、より論点整理になること

もあるのではないかなと思いました。以上でございま

す。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 

○植木構成員 

 もうだいぶこの会議も時間が経っても、将来どうさ

れるかという方向性が出ておりませんので、小山先生

のご意見が出たのだと思います。私も同じような思い

をしています。ある程度の方向性を事務局を中心に、

あるひはワーキング・グループでまとめていただかな

ければ、我々としてもどういう方向で、どう発言をす

ればいいのかよく分からないところがあります。 

 現状分析が非常に大事なことは、そうだと思います

が、その現状を一応報告しおえたのでありますから、

この先どういう工夫をすればそれを定着できるかを具

体的に検討する必要があるように思います。ここであ

る種の方向性を出していただかなければ、この会の存

在性が問われるでしょうし、我々としてもどういう議

論をすれば定着が可能かを議論できません。このまま

の状況ではたぶん不透明ではないかという印象を持っ

ております。 

 

○山本座長 

 先生がイメージされる方向性というのは、医療ADR

全体について、こういうふうに進めていくということ

なのか、あるいはそれぞれのADR機関が抱えている、

先ほど児玉構成員からお話がありましたが、ADR機関

の当面している問題点について論点整理をして、それ

について議論をするというイメージなのでしょうか。 

 

○植木構成員 

 個々の論点整理は非常に大事だと思います。それ自

体はそのとおりだと思いますが、ただ、これから先の

ADRをどういうように定着させ、これから先日本でこ

ういうものが必要なのかどうか、あるいは現状の裁判

との関係をどうするのかというような、ある種の方向

性を出していかないと、我々としてもどういう方向で

議論をしていいのかが非常に迷ってしまいますし、そ

こで得られる成果が少ないのではないかと危惧してい

るということです。 

 また、この会の当初から見ますと、オブザーバー数

も大変減っており、この会に対する関心も薄くなって

いるように思います。このままの状態で継続してみて

も、震災以後の日本の状況の下ではかえって厳しい評

価にさらされるのではないでしょうか。 

 

○山本座長 

 わかりました。ありがとうございました。ほかにい

かがでしょうか。 

 

○和田構成員 

 いま1つの明確な方向性をという植木先生のお話だ

ったのですが、私自身はADRというのは、そもそも基

本的には多様性を持っているものだろうと思うのです。

裁判外ですからいろいろな制度の組み方があるだろう

し、それぞれに長所を生かしながら、緩やかなネット

ワークを作っていく、そういう意味でメタレベルの方

向性はあっていいと思いますし、そういう連絡のネッ

トワークとして、どういうシステムを作っていくのか。

おそらくそれぞれ少しずつ違うリソースを持っていた

りすると思うのです。あるところは法的な観点からの
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非常に強いリソースを持っていたり、あるところは医

学界とのつながりもあって、一定のリスク検証みたい

なことができるリソースがあったり、そういうそれぞ

れのリソースを、それぞれがそれぞれの特徴を持ちつ

つ、ネットワークの中でどう活用するかというような

方向の、多様性を持ったADRのあり方が、本来のADRと

いうものだと思います。 

 その方向を具体的に考えてみたら、先ほど小山先生

がおっしゃったように、それぞれのところで、実務的

な問題をどう取り組んでいるのかを、もう少し集積し

ていくことが必要なのかなと思っています。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょう

か。大体よろしいでしょうか。それではいまいただい

たご意見を踏まえながら、私のほうで事務局と相談し

ながら次回以降の進め方を考えさせていただいて、小

山構成員からもお話がありましたが、構成員の構成な

ども含めてということかと思いますが、進め方を考え

させていただいて、またご相談をさせていただければ

と思います。そのほか何かございますか。それでは事

務局からお願いします。 

 

○医療安全推進室長 

 次回の日程ですが、別途また日程調整をさせていた

だきますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

○山本座長 

 それでは長時間にわたって、本日はありがとうござ

いました、私の不手際で時間を超過したことをお詫び

申し上げます。次回以降もどうかよろしくお願いをい

たします。 

（了） 


